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 期間業務職員の募集について  

 

内閣府政策統括官（原子力防災担当）付では、原子力災害対策本部原子力被災者生活支

援チームの期間業務職員の募集を行います。 

 

 

１.採用予定官職 

期間業務職員 ※非正規雇用 

 

２.業務内容 

内閣府政策統括官（原子力防災担当）付は、原子力防災体制の充実・強化を目的と

しており、国及び地方自治体の原子力防災体制の充実・強化並びに原子力防災訓練

の実施等の業務を行っております。 

その中で原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チームでは、福島第一原子力発

電所の事故によって被害を受けられた方に対する支援業務を行っております。 

 

 

３.職務内容 

一般事務（旅費手続き、資料配付、電話応対、消耗品の補充、郵便・新聞・給湯等

当番業務、その他職員の事務補助業務） 

※なお、SEABIS（シービス：官公庁の旅費手続等を行う共通システム）の使用経験

がある方を歓迎します。また、組織の業務の都合、本人の適性等を鑑み、部局内の

範囲で担当業務等を決定・変更する場合があります。 

 

４.募集人数  

１名 

 

５.募集対象 

（１）明るく、積極的に業務に取り組む意欲のある方 

（２）パソコンの基本操作ができる方（Word、Excel、PowerPoint、電子メール等） 

（３）高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有すると認められる方 

 

 なお、以下に該当する方は、今回の募集に応募できません。 

 ○日本国籍を有しない者 

 ○国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者 

 ○平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原

因とするもの以外） 

 

６.採用予定日、雇用期間 

（１）採用予定日 

令和７年４月１日 

（２）雇用期間 

採用日から令和８年３月３１日（採用後、１箇月間は条件付採用期間） 

※勤務成績が良好で一定の条件を満たした場合、再採用されることもありますが、

勤務成績の状況等によっては、再採用時に公募を経る場合があります。 
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７.給与 

（１）日給 １０，４９０円～１３，３３０円（学歴、職歴等によって決定） 

※上記の金額は、法律の施行及び改正等に伴って変更する場合がありますので、

御承知置きください。 

（２）支払日 

原則毎月１６日（給与期間（月の初日から末日まで）の勤務実績に基づき、翌

月の１６日に支給） 

（３）諸手当 

通勤手当（原則として、１箇月当たりの上限を１５万円とする６箇月定期券分

を実費支給とし、自家用車による通勤は不可） 

住居手当（支給条件に該当する場合） １箇月の上限２８，０００円 

（４）超過勤務手当 

実績に応じて支給 

（５）賞与 

一定の条件を満たした場合は支給（年２回（６月及び１２月）） 

 

８.退職手当 

一定の条件を満たした場合は、国家公務員退職手当法に基づく退職手当が支給され

ます。 

 

９.加入保険等 

雇用保険、健康保険(国家公務員共済組合制度(短期給付))、厚生年金保険に加入。 

※ただし、国家公務員退職手当法が適用され、退職手当が支給されることになっ

た場合は、雇用保険が適用除外となります。 

 また、再採用によって一定の条件下で１年を超えて勤務した場合、厚生年金保

険は国家公務員共済組合制度(長期給付)への加入に切り替わります。 

 

１０.身分・服務 

国家公務員法を適用（非常勤職員） 

 

１１.勤務条件 

（１）勤務時間 

原則として、土、日、休日を除く午前９時００分～午後５時４５分（正午から

午後１時までの６０分間は休憩時間） 

ただし、必要に応じて時差通勤やテレワークになる場合があり、また、超過勤

務が発生する場合もあります。 

（２）休暇 

採用から６箇月経過後に、年次休暇として１０日付与 

なお、再採用時に繰越可能。 

夏季特別休暇３日間（７月～９月の間に取得可能。） 

 

１２.勤務地 

内閣府 原子力災害対策本部 原子力被災者生活支援チーム 

東京都千代田区霞が関１－３－１（経済産業省別館内） 
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１３.応募方法 

（１）提出書類 

履歴書（市販の用紙で可、顔写真（６箇月以内に撮影したもの）貼付、メー

ルアドレス記載必須） 

職務経歴書（様式任意） 

（２）提出方法 

郵送（持参不可） 

（３）提出先 

〒１００－８９０１ 

東京都千代田区霞が関１－３－１ 経済産業省別館 ４３９号室 

内閣府 原子力災害対策本部 原子力被災者生活支援チーム 池﨑 宛て 

※封筒の表面に朱書きで「期間業務職員（支援チーム）応募」と記載してくだ

さい。 

（４）提出期限 

令和７年２月７日（金）（必着） 

 

１４.選考方法 

一次選考 書類審査 

二次選考 面接 

書類審査（一次選考）の結果、面接（二次選考）を実施する場合は、対象者に対し

てあらためて、二次選考の日時、場所等を御連絡させていただきます。 

※応募書類は原則として返却いたしませんので、御了承ください（書類は選考だけに

使用し、不採用者の書類については、責任をもって破棄いたします）。 不採用時に

応募書類の返却を強く希望する方は、宛先を明記し必要な郵送料金分（特定記録、

書留等の場合はその料金も含む）の切手等を貼付した返信用封筒等が同封されてい

る場合に限り、返却希望に応じます。 

※採用となった場合は、マイナンバーカードを身分証として使用するため、未取得の

場合は、採用決定後、速やかに取得手続きを行っていただく必要があります。 

 

１５.問合せ先 

内閣府 原子力災害対策本部 原子力被災者生活支援チーム 池﨑 

電話 ０３－３５０１－６０９５ 


